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令 和 ３ 年 ３ 月 １ 日 

 

 

 

福 島 市 議 会 議 長  梅 津 政 則  様 

福 島 市 長  木 幡   浩  様 

福島市教育委員会教育長  古 関 明 善  様 

 

 

 

                       福島市監査委員  井 上 安 子 

                          同     遠 藤 和 男 

                          同     宍 戸 一 照 

                          同     渡 辺 敏 彦 

 

 

監査の結果に関する報告について 

 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定による定期監査を実施したので、同条第９項の規定により、

その結果に関する報告を次のとおり提出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

定 期 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告  

 

 

第１ 監査の対象及び監査対象期間 

 

鎌田小学校、月輪小学校、瀬上小学校、余目小学校、矢野目小学校、 

大笹生小学校、笹谷小学校、飯坂小学校、中野小学校、平野小学校、 

湯野小学校、東湯野小学校、信陵中学校、北信中学校、大鳥中学校、 

平野中学校、西根中学校 

  

令和２年４月から令和２年８月までの執行業務 

 

 

第２ 監査の実施期間 

 

令和２年１０月５日から令和３年２月２６日まで 

 

 

第３ 監査した委員 

 

井 上 安 子、遠 藤 和 男、宍 戸 一 照、渡 辺 敏 彦 

 

 

第４ 監査の方法 

 

あらかじめ提出を求めた資料に基づき、関係職員から説明を聴取すると

ともに、財務関係諸帳簿との照合による書面審査､備品確認及び施設管理状

況の確認を実施した。 

 

 

第５ 監査の結果 

 

執行業務はおおむね適正に処理されていると認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

定 期 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告  

 

 

第１ 監査の対象及び監査対象期間 

 

笹谷幼稚園、いいざか幼稚園 

渡利保育所、笹谷保育所、余目保育所 

  

令和２年４月から令和２年８月までの執行業務 

 

 

第２ 監査の実施期間 

 

令和２年１０月５日から令和３年２月２６日まで 

 

 

第３ 監査した委員 

 

井 上 安 子、遠 藤 和 男、宍 戸 一 照、渡 辺 敏 彦 

 

 

第４ 監査の方法 

 

あらかじめ提出を求めた資料に基づき、関係職員から説明を聴取すると

ともに、財務関係諸帳簿との照合による書面審査､備品確認及び施設管理状

況の確認を実施した。 

 

 

第５ 監査の結果 

 

執行業務はおおむね適正に処理されていると認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

定 期 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告  

 

 

第１ 監査の対象及び監査対象期間 

 

杉妻支所、吉井田支所、蓬萊支所、清水支所、立子山支所 

  

令和２年４月から令和２年８月までの執行業務 

 

 

第２ 監査の実施期間 

 

令和２年１０月１４日から令和３年２月２６日まで 

 

 

第３ 監査した委員 

 

井 上 安 子、遠 藤 和 男、宍 戸 一 照、渡 辺 敏 彦 

 

 

第４ 監査の方法 

 

あらかじめ提出を求めた資料に基づき、関係職員から説明を聴取すると

ともに、財務関係諸帳簿との照合による書面審査､備品確認、つり銭確認、

金庫確認及び施設管理状況の確認を実施した。 

なお、施設管理状況については、全施設から２施設を抽出し、監査委員

による施設実査を実施した。 

 

 

第５ 監査の結果 

 

執行業務はおおむね適正に処理されていると認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

定 期 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告  

 

 

第１ 監査の対象及び監査対象期間 

 

吉井田学習センター、蓬萊学習センター、清水学習センター 

  

令和２年４月から令和２年８月までの執行業務 

 

  

第２ 監査の実施期間 

 

令和２年１０月１４日から令和３年２月２６日まで 

 

 

第３ 監査した委員 

 

井 上 安 子、遠 藤 和 男、宍 戸 一 照、渡 辺 敏 彦 

 

 

第４ 監査の方法 

 

あらかじめ提出を求めた資料に基づき、関係職員から説明を聴取すると

ともに、財務関係諸帳簿との照合による書面審査､備品確認、つり銭確認、

金庫確認及び施設管理状況の確認を実施した。 

なお、施設管理状況については、全施設から２施設を抽出し、監査委員

による施設実査を実施した。 

 

 

第５ 監査の結果 

 

清水学習センターにおいて、実習室使用後の点検確認の漏れにより、

ガス台の消火がなされていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


